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議案第５８号 

小田原市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例及び小田原市地区計

画形態意匠条例の一部を改正する条例 

 ［改正理由］ 

  久野地区地区計画が定められたことに伴い、その区域内における地区整備計画に

則した建築物の用途等の制限並びに建築物及び工作物の形態意匠の制限に関し必要

な事項を定めるため改正する。 

 ［内  容］ 

１ 小田原市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の一部改正

（改正条例第１条関係） 

(1) 適用区域（別表第１関係） 

小田原市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の適用区

域に次の区域を加えることとする。 

名  称 区    域 

久野地区地区整備計画

区域 

都市計画法第２０条第１項の規定により告示され

た小田原都市計画地区計画久野地区地区計画にお

いて地区整備計画が定められた区域 

   (2) 建築物の用途の制限（別表第２関係） 

     久野地区地区整備計画区域内においては、次に掲げる建築物は、建築しては

ならないこととする。 

計画地区 建築物の種類 

Ａ地区 

(1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、

場外車券売場、場外勝舟投票券発売所その他これらに類する

もの 

(2) 商業地域内に建築してはならない建築物 

(3) 壁面の位置の制限（別表第４関係） 

  久野地区地区整備計画区域内における建築物の外壁又はこれに代わる柱の面

から敷地境界線までの距離は、地区整備計画の計画図に定める１号壁面境界線

から５．０メートル以上かつ当該計画図に定める２号壁面境界線から２．５メ
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ートル以上とすることとする。 

(4) 建築物の高さの最高限度（別表第５関係） 

  久野地区地区整備計画区域のうちＡ地区内における建築物の高さの最高限度

は、地盤面から２２．５メートルとすることとする。 

  ２ 小田原市地区計画形態意匠条例の一部改正（改正条例第２条関係） 

小田原市地区計画形態意匠条例の適用区域に次の区域を加えることとする。

（別表関係） 

名  称 区    域 

久野地区地区計画区域 

都市計画法第２０条第１項の規定により告示された

小田原都市計画地区計画久野地区地区計画において

地区整備計画が定められた区域 

［適  用］ 
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